
判決　平成１４年１０月１１日　神戸地方裁判所　平成９年(ワ)第１９９８号　損害賠償請求事
件
　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　１　原告らの請求をいずれも棄却する。
　　２　訴訟費用は原告らの負担とする。
　　　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　原告らの請求
  １　被告は，原告Ａに対し，金３５１７万３６８７円及び内金３２１７万３６８７円に対する平成８
年１月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ２　被告は，原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄそれぞれに対し，各金１１３２万４５６２円及び内金１０３２
万４５６２円に対する平成８年１月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
      本件は，訴外亡Ｅの相続人である原告らが，被告に対し，Ｅが被告の開設・経営する兵
庫県立Ｆ病院（以下「被告病院」という。）において平成８年１月６日に死亡したのは被告病
院の診療上の過誤によるものであると主張して，診療契約上の債務不履行ないし不法行為
（使用者責任）に基づく損害賠償を求めた事案である。
  １　争いのない事実等（末尾に証拠を掲げる事実以外は当事者間に争いがない。）
    (1)　当事者等
      ア　被告は，兵庫県氷上郡ａ町ｂｃ番地のｄにおいて，被告病院を開設し，経営してい
る。
      イ　Ｅは，後記のとおり被告病院において治療を受けていたが，平成８年１月６日，同病
院において死亡した。
      ウ　原告らは，Ｅの法定相続人であり，原告ＡはＥの妻，原告ＢはＥの長女，原告ＣはＥ
の長男，原告ＤはＥの２女である。
    (2)　事実経過
      ア　平成７年３月２７日以前
          Ｅは，昭和５３年１１月１３日から同年１２月３１日まで，被告病院において，心筋梗
塞，心不全，肺感染症及び敗血症の疑いにより入院治療を受けた。Ｅは，同退院後，平成４
年６月１２日まで，被告病院に通院し，治療を受けたが，そのころ，自宅近くの病院に転医
し，以降平成７年３月２７日までの間，被告病院を受診することはなかった。
      イ　平成７年３月２７日以降
        (ア)　Ｅは，平成７年３月２７日，前日から蕁麻疹の症状に悩まされていたため，自宅近
くのＧ病院を受診し，同病院において治療を受けた。
            その際，Ｅは，同病院医師に対し，心筋梗塞の病歴がある旨を説明し，心電図検
査を受けたところ，不整脈が出ていたため，同病院医師から，直ちに被告病院を受診するよ
う指示を受け，そのまま救急車で被告病院に搬送された。
        (イ)　Ｅは，同日午後７時４８分ころ，被告病院に到着して診察を受け，被告との間で
診療契約（以下「本件診療契約」という。）を締結した。
            その際，Ｅを診察した被告病院医師は，Ｅの家族に対し，Ｅは心筋梗塞である旨及
び腎機能が弱まっているので血管造影の検査ができない旨を告げた。
            また，Ｅは，同日から被告病院に入院して治療を受けることとなった。なお，蕁麻疹
については，入院翌日の平成７年３月２８日には症状が軽減し，改善された。
        (ウ)　Ｅは，被告病院入院当日の平成７年３月２７日午後８時ころから，被告病院医師
の指示に基づき，シリンジポンプを使用した点滴によりミリスロールの継続投与を受けた（乙
１の３）。
            ミリスロールとは，ニトログリセリン注射液の一種で，冠動・静脈の血管拡張剤であ
り，手術時の低血圧維持や，急性心不全，不安定狭心症などに適応するものである。急激
に冠血管を拡張し，血圧を降下させる作用があるので，手術時の低血圧維持等の目的のた
めには，かなり多量に投与されることもあるが，心不全や狭心症の治療に用いる時には，量
を過ぎることは極めて危険で，患者の症状に応じ，投与量を十分にコントロールしなければ
ならない。また，段階的に投与量を増量する場合は，患者の血圧，左心室充満圧などの循
環動態を，必ずモニターして行わなければならないとされている。
            被告病院医師のＥに対するミリスロールの投与量についての看護婦への指示は，
投与開始時の平成７年３月２７日午後８時の時点では，ミリスロール３Ａ５０ｍｌ（ミリスロールの
１０ｍｌアンプル３本を，２０ｍｌの生理食塩水で希釈し，５０ｍｌにしたもの。ミリスロール１０ｍｌの
１アンプルに含まれるミリスロールは５ｍｇであるので，ミリスロール３Ａ５０ｍｌに含まれるミリス
ロールは１５ｍｇ）を毎時５．０ｍｌの割合で投与するというものであったが，被告病院医師は，
１時間後の同日午後９時ころ，その投与量の指示を毎時３．０ｍｌに変更した（乙１の３）。



        (エ)　被告病院看護婦Ｈは，翌２８日（その時刻に関しては，被告は午後０時ころと主
張するのに対し，原告らはそれより以前であったと主張し，争いがある。），Ｅの病室を訪れ，
Ｅに点滴中のミリスロールの薬液が入った容器を，同薬液（ミリスロール３Ａ５０ｍｌ）の入った
新しい容器と交換した。ところが，その約３０分後に，薬液の残量が少なくなっていることを
示すシリンジポンプの警報ブザーが鳴り，その結果，Ｈ看護婦が薬液を交換した直後ころか
ら，毎時３．０ｍｌの指示量の約３４倍もの毎時１０３．０ｍｌの割合で薬液の注入がなされ，本
来，約１７時間をかけて投与されるべきミリスロール３Ａ５０ｍｌが，約３０分間で投与（ミリスロ
ール３Ａ５０ｍｌに含まれるミリスロールは１５ｍｇなので，毎時１０３．０ｍｌで注入された場合の
ミリスロールの投与量は５１５μｇ／分となる。）されてしまったこと（以下「本件過剰投与」とい
う。）が判明した。
        (オ)　本件過剰投与が判明した後の同日午後３時すぎころ，Ｅの心臓が停止した。か
けつけた被告病院医師らが，Ｅに対し，心臓マッサージや電気ショック等の蘇生術を施した
結果，心停止から４０分以上経過したころ，心臓が自力で動きを開始し，Ｅは蘇生したが，上
記長時間の心臓停止によって，Ｅの心臓及び脳は回復不能の損傷を受けた。
            そのため，Ｅは，その後も死亡に至るまで約２０回の心停止発作を繰り返した後，平
成８年１月６日，再び心停止を起こし，同日午後１０時８分，心室性頻拍による心不全により
死亡した。
  ２　原告らの主張
    (1)　事実経過
      ア　平成７年３月２７日以前
          Ｅは，前記争いのない事実等に記載のとおり，平成７年３月２７日以前にも心筋梗塞
で被告病院で入通院治療を受けたことがあったが，平成４年６月１２日時点では，投薬の必
要がないと言われるまでに回復していた。その後，Ｅは，自宅近くの病院に転医して投薬を
受けてはいたものの，工務店に大工として勤務し，農作業にも従事しており，Ｅの健康状態
に不安はなかった。
      イ　平成７年３月２７日以降
        (ア)　Ｅは，平成７年３月２７日午後７時４８分ころ，救急車で被告病院に到着後，被告
病院医師の診察と諸検査を受けた。その際，Ｅは，被告病院医師から，心筋梗塞の疑いが
あるが，腎機能が弱まっているため，血管造影による検査ができないこと，そのため，約２週
間安静状態を保ち，その後に動作時と安静時の検査を行い，診断を確定していくので，約
１か月間入院することになる旨の説明を受けて，そのまま被告病院に入院した。
            なお，被告病院は，本来，完全看護の医療機関であるはずだが，原告らは，人手
が不足しているので家族の人が付き添って欲しいとの指示を被告病院から受けたため，同
日夜は原告Ａが，同月２８日午前６時ころからは原告Ｂが，それぞれＥに付き添った。
        (イ)　Ｅは，翌２８日朝には，蕁麻疹も軽快してかなり元気を回復し，同日午前７時ころ
に出された食パン，牛乳，いちごジャム，りんごなどの朝食も全部食べ，その後も看護婦に
冗談を言って笑ったりするほど元気になった。
        (ウ)　被告病院医師は，同日午前９時前に一度Ｅの病室を訪れ，また，同日午前９時
ころには，被告病院の深夜勤と日勤の看護婦が交替した。
            前記看護婦の交代後しばらくしたころから昼食配膳前までの間に，被告病院のＨ
看護婦がＥの病室を訪れ，Ｅに投与していたミリスロールの容器を新しい同薬液（ミリスロー
ル３Ａ５０ｍｌ）入りの容器と交換する作業をした。
        (エ)　Ｈ看護婦がＥの病室から出て数分後，Ｅが「何か胸に詰まっとる。りんごが胸に
ひっかかっとる。」といって胸部に異常感がある旨を訴え始めた。原告Ｂは，すぐに看護婦を
呼んだが，看護婦は「りんごが詰まっているの。水でも飲んどいて。」と笑って取り合おうとも
しなかった。
            しかし，それから約１０分経過後，Ｅが再び「まだ詰まった感じがする。もう１回看護
婦を呼んでくれ。」と強く訴えたため，原告Ｂが再度ナースコールをした。看護婦は，「まだ詰
まった感じがするの。何でやろね。」と言うだけで退室していった。その後５分弱経過した
時，Ｅが必死に胸部の異常を訴え，医師を呼ぶように言ったため，原告Ｂは，再度看護婦を
呼び，医師を呼ぶように申し出たが，看護婦は，医師に伝えてみるとだけ言い残し，Ｅの症
状を直接確認したり，シリンジポンプの点検をしたりすることもなく，そのまま看護婦詰め所
に帰って行き，被告病院医師は１度もＥの診察に来なかった。
        (オ)　そのうち，Ｅは，眠り込んだようになり，その直後，シリンジポンプの警報ブザーが
鳴り，点滴の容器が空になった。原告Ｂは，看護婦を呼び，また，このとき，シリンジポンプの
表示を見たところ，同日午前６時ころには毎時３．０ｍｌと表示されていたのに，ブザーが鳴っ
たころには毎時１０３．０ｍｌと表示されていたことに気がついた。看護婦は，同僚の看護婦２
名を連れてきて，Ｅの心電図を採ったり，血圧を測ったり，瞳孔を見たりしていた。Ｅは，その



際もその後も，眠り込んでいる状態であった。
        (カ)　同日午前１１時３０分ころ，昼食の粥が出されたが，Ｅは，自分では食べられなか
ったため，原告ＢがスプーンでＥに食べさせようとした。しかし，Ｅは，目を閉じたまま口を僅
かに開けるだけで，ほとんど食べることができなかった。Ｅは，午後も目を閉じたままで全く
反応を示さず，眠ったようになっていた。
        (キ)　同日午後３時すぎころ，Ｅの心臓が停止したため，駆けつけた被告病院の医師
らが，Ｅに対し蘇生術を施したところ，心停止から４０分以上経過してからようやく心臓が自
力で動き始め，Ｅは蘇生した。
        (ク)　しかし，Ｅは，上記長時間の心臓停止によって，心臓及び脳に回復不能の損傷
を受けた。そのため，Ｅの病状は，その後一進一退を続けたものの，意識は１度も回復せ
ず，死亡に至るまで約２０回の心停止発作を繰り返した。
        (ケ)　Ｅは，平成８年１月６日，再び心停止を起こし，同日午後１０時８分死亡し，心室
性頻拍による心不全による死亡と診断された。
    (2)　被告の責任
      ア　被告病院（医師及び看護婦ら）の過失
        (ア)　ミリスロールの過剰投与（看護婦によるシリンジポンプの操作ミス）
            看護婦は，医師の指示に従って患者に対する薬剤の投与を行うべき義務を負って
いる。
            ところが，被告病院のＨ看護婦は，平成７年３月２８日にＥが点滴投与を受けてい
たミリスロール３Ａ５０ｍｌ入りの容器を交換した際，被告病院医師の投与量の指示は毎時３．
０ｍｌであったにもかかわらず，シリンジポンプの操作を誤り，その結果，前記指示の約３４倍
もの量の毎時１０３．０ｍｌでＥに投与されるという事態（本件過剰投与）を惹起させた。すなわ
ち，本来ならば約１７時間かけてＥに投与されるべきミリスロール３Ａ５０ｍｌが僅か３０分間で
Ｅに投与がなされてしまった。
        (イ)　本件過剰投与後になすべき措置の懈怠
            Ｅは，Ｈ看護婦の過失により本件過剰投与をなされ，しかも，Ｅは，心筋梗塞を再
発した疑いがあり，心機能が低下した状態で被告病院に緊急入院した患者であったのであ
るから，被告病院看護婦には，患者であるＥの訴える異常を看過することなく，これを医師
に伝える等的確な措置を採るべき義務があった。また，医師としては，本件過剰投与が判
明した後は直接Ｅを診察し，少なくとも本件過剰投与判明後２４時間程度は，常時Ｅの血圧
をモニターし，Ｅの血圧が急に下降したり，下降と上昇を繰り返すなど不安定な動きを示す
場合には，適宜昇圧措置を施したり，不整脈やこれに続く心停止に対する対策を早期に採
る等の処置を行い，また，本件過剰投与の影響を判断するために，血液ガス検査を行い，
心電図を継続的に採るべき義務があった。
            ところが，被告病院の看護婦及び医師らは，いずれも上記義務を怠った。
            すなわち，被告病院看護婦は，本件過剰投与開始直後ころから，Ｅが明らかな胸
部の異常感を訴えているのに，これに取り合わず，また，原告Ｂが医師の診察を求めたにも
かかわらず，被告病院医師への確認や適切な処置を行わなかったし，被告病院医師は，
本件過剰投与が判明したにもかわらず，直接Ｅを診察しなかったばかりか，同日の午後０時
４８分にＥの血圧を測定した後は同日午後３時のプロトコール（医師の指示に基づく定時の
計測）のときまで一度も血圧測定をせず，心電図についても，同日午後０時３０分に採った
後は同日午後３時まで採っておらず，血液ガス検査も同日午後３時までまったく実施しなか
った。
        (ウ)　Ｅに対する不適切な食事の提供
            医師には，心筋梗塞を患者が発症した場合，病初は水分以外の物を患者には与
えず絶食にするか，発症２４時間までは口の渇きをうるおす程度のエネルギーの少ない流
動物を少量のみにするといった食事の処方をなすべき義務がある。ところが，被告病院医
師は，Ｅが心筋梗塞を発症した疑いがあると診断して入院させたもかかわらず，入院翌日の
平成７年３月２８日午前７時ころ，食パン，マーガリン，いちごジャム，りんご，牛乳などの朝
食をＥに供し，さらに，同日午前１１時４０分ころに全粥３００ｇ，コロッケ，キャベツ，レタス，り
んご等のつけ合わせ，小松菜のピーナッツ和えの昼食を供した。
      イ　Ｅの死亡との因果関係
        (ア)　Ｅの心臓が平成７年３月２８日午後３時すぎに停止するに至ったのは，前記ア
(ア)のＨ看護婦による本件過剰投与によってＥの心筋梗塞が再発し，梗塞部位が拡大した
ためである。
            ミリスロールは，上記のとおり，血管拡張剤の一種で，急激に冠血管を拡張させ，
血圧を降下させる作用がある。これが過剰に投与された場合，その作用はより劇的であり，
かつ，健常時より心機能が低下している患者に過剰投与された場合，その作用はより顕著



に生ずる。
            医師の指示量の約３４倍ものミリスロールを投与されたＥの身体は，急激な冠血管
の拡張とこれに伴う急激な血圧低下を引き起こし，さらにこの血圧低下による冠動脈の血流
量低下のため，心筋に対する酸素供給量が大幅に低下した。その結果，過去に心筋梗塞
を起こしたことがあり，また，本件入院時にも心機能が低下していたＥの心臓は，上記大幅
な酸素供給量の低下に耐えられず，心筋の一部が壊死し始め，心筋梗塞の部位が拡大し
たものと考えられる。そして，この心筋梗塞部位の拡大によって，Ｅの心臓はますます機能
が低下し，血圧は何度も下降を繰り返し，全身の循環血流量も低下した状態が続き，同日
午後３時すぎころ，Ｅの心臓は，不整脈を引き起こし，そのまま心停止に至ったのである。
            Ｅが，本件過剰投与後に，「何か胸に詰まっとる。りんごが胸にひっかかっとる。」な
どと胸部の異常感を訴えたことは，心筋梗塞部位の拡大による循環血流量の低下，血液中
の酸素濃度の低下によるものと考えられる。また，Ｅの意識状態が低下し，傾眠状態に陥っ
たことは，心筋梗塞部位の拡大による心機能の低下により，血圧が何度も下降を繰り返した
結果，全身に送られる血流量も低下した状態が続いたことによるものと考えられる。
            さらに，Ｅの血液の生化学検査結果によれば，心筋の壊死の大きさ等を推定し得
る血中の逸脱酵素ＧＯＴ値（発症後３ないし６時間で有意の上昇を示す）が，同月２７日午後
８時ないし９時ころには４８，同月２８日午前０時には４３，同日午前９時には４５，同日午後３
時には３７であったが，同日午後４時３０分には１１８の高値を示し，同日午後３時から同４時
３０分までの間にＧＯＴ値が有意な上昇を示しているから，Ｅの心筋梗塞の発症時期は，同
日午前９時ころ以降同日午後１時３０分までの間であったことが強く推認されるのである。
            そして，上記心停止によりＥの心臓と脳は回復不能の損傷を受け，そのため，Ｅは
その後一度も意識を回復することなく，何度も心停止の発作を繰り返した挙げ句，平成８年
１月６日死亡するに至ったものであるから，Ｅの死亡とＨ看護婦による本件過剰投与の過失
との間に因果関係があることは明らかである。
        (イ)　本件過剰投与後，被告病院の看護婦及び医師らは，前記ア(イ)のなすべき措置
を何ら採らずに２時間以上もＥを放置した結果，Ｅの心機能は低下し，同日午後３時すぎの
不整脈をきっかけとして心停止に至ったものである。
            被告病院の看護婦及び医師らがそれら措置を採っていれば，心筋梗塞ないし心
不全の徴候を発見することができたはずであり，憎悪の徴候を発見すれば不整脈の重症化
を予測して，Ｅの心停止を回避する措置が採れたはずであるから，Ｅの死亡と前記ア(イ)の
本件過剰投与後になすべきであった措置の懈怠との間には因果関係がある。
        (ウ)　被告病院は，心機能の低下したＥに対し，前記ア(ウ)のとおり，普通食といってよ
い食事を供したため，Ｅの心臓は重い負担を強いられることとなり，これがさらにＥの心機能
を低下させ，平成７年３月２８日午後３時すぎの心停止の一因となった可能性が否定でき
ず，したがって，それがＥ死亡の一因となった可能性を否定することができない。
      ウ　責任原因
          上記のとおり，Ｅは，被告病院の医師及び看護婦らの過誤により死亡するに至った
ものであるから，被告は，原告らに対し，本件診療契約上の債務不履行ないし不法行為（使
用者責任）に基づき，Ｅの死亡によって生じた後記損害を賠償すべき義務がある。
          また，Ｅは，当初Ｇ病院で診察を受け，その結果地域の高度医療機関として被告病
院を紹介されて救急車で搬送され，入院することとなった患者であり，被告病院にはＥに対
し，専門的で高度な治療を施す義務があったし，Ｅは専門的で高度な治療を受けられること
につき期待と権利を有していた。ところが，Ｅは，本件過剰投与をされたばかりか，その後も
適切な診療及び措置を受けることができなかった。これは，Ｅの被告病院に対する専門的
治療が受けられるとの期待を裏切るもので，期待権ないし治療を受ける権利の侵害として，
それ自体が不法行為であり，本件診療契約違反となるものであるから，被告は，原告らに対
し，Ｅが前記期待権を侵害されたことにより被った精神的損害を賠償すべき義務がある。
    (3)　損害
      ア　Ｅが入院継続を余儀なくされたことによる損害
          Ｅが平成７年３月２７日に被告病院に入院した時点では，検査と治療のため約１か月
間の入院を要するものとの診断であった。したがって，退院後に多少自宅療養を要したとし
ても，同年５月の連休明けの同月８日にはＥは仕事に復帰することが可能であったと考えら
れるから，これを前提に入院継続を余儀なくされたことによるＥの損害額を算定すると，次の
とおりである。
        (ア)　治療費　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２７万７９００円
            Ｅは，入院治療を受けるにあたり，国民健康保険を使用したが，保険適用外の自
己負担分の治療費として，合計２２７万７９００円を被告病院に支払った。
        (イ)　入院雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１万７２００円



            平成７年５月８日から平成８年１月６日まで，２４４日間の入院雑費としては，１日あ
たり１３００円として，合計３１万７２００円が相当である。
        (ウ)　休業損害　　　　　　　　　　　　　　　　　４１１万８０００円
          ①　給与分　　　　　　　　　　　　　　　　　２８４万８０００円
              Ｅは，平成７年３月当時，建築工務店・有限会社Ｉに大工として勤務し，年間４２７
万２０００円（平成６年４月から平成７年３月まで）の給与を得ていた。したがって，Ｅが平成７
年５月８日から平成８年１月６日までの約８か月間休業を余儀なくされたことによる休業損害
は２８４万８０００円（４２７万２０００円÷１２×８）となる。
          ②　農業収入分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２７万円
              Ｅは，上記勤務のかたわら，自己所有の農地を耕作し，年間１２７万円（平成６年）
の農業収入を得ていたが，平成７年は入院を余儀なくされたことにより，この収入全部を失
った。
        (エ)　慰謝料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００万円
            Ｅは，平成７年３月２８日から平成８年１月６日まで意識不明の重篤な病状で入院を
余儀なくされたのであるから，その慰謝料としては３００万円が相当である。
      イ　Ｅが死亡したことによる損害
        (ア)　逸失利益　　　　　　　　　　　　　　　　２８２３万４２７３円
            Ｅは，昭和６年３月１７日生まれの男性で平成８年１月６日死亡時満６４歳であった
から，その死亡がなければ，なお９年間（同期間に対応する新ホフマン係数は７．２７８）就労
可能であった。また，Ｅは，前記のとおり，給与収入及び農業収入を含め年間合計５５４万２
０００円の収入を得ていた。そして，Ｅは，同人と妻原告Ａ，二女原告Ｄの３人家族の支柱で
あったから，生活費控除は３０パーセントとするのが相当であることにも照らすと，その逸失
利益の現価は，２８２３万４２７３円（５５４万２０００円×０．７×７．２７８）と算定できる。
        (イ)　慰謝料
          ①　Ｅの慰謝料　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２００万円
              Ｅは，死亡当時満６４歳で，これから実りある老後を満喫しようとしていた矢先に，
被告病院看護婦による考えられないほどの軽率なミスにより，約９か月間も意識不明で寝た
きりにさせられた挙げ句，無念の死を迎えるに至ったものであり，その慰謝料は１２００万円
を下回ることはない。
          ②　原告らの慰謝料　原告Ａにつき　　　　　　　　　　６００万円
                              その余の原告らにつき　　　　　各２００万円
              前記の被告病院看護婦の軽率なミスにより，原告Ａは最愛の夫を失って悲痛の
思いを味わい，また，原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄもこれから孝養を尽くそうとしていた矢先に，父を失
い，深い悲しみを味わったものであり，その各慰謝料は，原告Ａについて６００万円，原告
Ｂ，同Ｃ，同Ｄについて各２００万円が相当である。
        (ウ)　葬儀費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０万円
            原告Ａは，Ｅの葬儀を主宰したが，その費用としては１２０万円が相当である。
        (エ)　弁護士費用　　　　原告Ａにつき　　　　　　　　　　３００万円
                              その余の原告らにつき　　　　　各１００万円
            原告らは，本件損害賠償を求めるため，弁護士に依頼して本件訴訟を提起せざる
を得なかったものであり，その弁護士費用は原告Ａにつき３００万円，原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄに
つき各１００万円が相当である。
      ウ　相続による承継と原告ら各自の損害額との合計
        (ア)　原告らは，Ｅの死亡により，Ｅが有していた前記アの(ア)ないし(エ)，イの(ア)，イ
の(イ)①の合計４９９４万７３７３円の損害賠償請求権を，その法定相続分に従い，次のとおり
相続した。
            原告Ａ（２分の１）　　　　　　　　　　　２４９７万３６８７円
            原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄ（各６分の１）各８３２万４５６２円
        (イ)　したがって，原告らがそれぞれ有する損害賠償請求権は次のとおりとなる。
          ①　原告Ａ　　　　　　　　　　　　　　合計３５１７万３６８７円
              内訳
                Ｅ相続分　　　　　　　　　　　　　　２４９７万３６８７円
                原告Ａの慰謝料（前記イの(イ)②）　　　　　　　　６００万円
                葬儀費用（前記イの(ウ)）　　　　　　　　　　　　１２０万円
                弁護士費用（前記イの(エ)）　　　　　　　　　　　３００万円
          ②　原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄ　　　　　　　合計各１１３２万４５６２円
              内訳
                Ｅ相続分　　　　　　　　　　　　　　各８３２万４５６２円



                原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄの各慰謝料（前記イの(イ)②）各２００万円
                弁護士費用（前記イの(エ)）　　　　　　　　　　各１００万円
  (4)　まとめ
      よって，被告に対し，本件診療契約上の債務不履行ないし不法行為（使用者責任）に
基づく損害賠償として，
    ア　原告Ａは，金３５１７万３６８７円及び弁護士費用を除いた内金３２１７万３６８７円に対
するＥ死亡の日の翌日である平成８年１月７日から支払済みまで民法所定年５分の割合に
よる遅延損害金
    イ　原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄは，各金１１３２万４５６２円及び弁護士費用を除いた内金各１０３２
万４５６２円に対するＥ死亡の日の翌日である平成８年１月７日から支払済みまで民法所定
年５分の割合による遅延損害金
    の各支払を求める。
  ３　被告の主張
    (1)　事実経過について
      ア　平成７年３月２７日以前
          Ｅは，昭和５３年１１月１３日から同年１２月３１日まで被告病院で心筋梗塞，心不全，
肺感染症及び敗血症の疑いにより入院治療を受け，退院後も平成４年６月１２日まで被告
病院に通院し，治療を受けていたが，その病状は，同日以後も継続治療が必要な状態であ
ったもので，原告らが主張するような，投薬の必要もないほどに回復していたものではなか
った。
          しかも，Ｅは，被告病院の指示を無視して転医し，その後，平成７年３月２７日まで一
度も被告病院を受診していなかった。
          すなわち，Ｅは，被告病院が自宅から遠いことを理由に近くの病院への転医を申し
出たが，これに対し，被告病院医師は，Ｅに対し，転医できるかどうかの判断をするために
心機能の検査を受けるよう指示し，また，心筋梗塞の後遺症から心機能が低下しており，投
薬治療をしてもなお不安定であるので，転医後も経過観察のため，被告病院において定期
的に受診するよう指示した。ところが，Ｅは，検査を受けずに転医したばかりか，その後，平
成７年３月２７日まで一度も被告病院を受診しなかった。
      イ　平成７年３月２７日以降
      　(ア)　Ｇ病院から救急車で搬送されてきたＥを診察した被告病院医師Ｊは，Ｅの病状が
重篤で急変の可能性があることから，ナースステーションでの心電図モニター監視によって
患者の脈拍数及び不整脈の有無の常時監視ができる内科病棟重症患者室（ＣＣＵ）にＥを
入院させ，被告病院看護婦に指示してこれを行わせた。
            それとともに，Ｊ医師は，Ｅの家族に対し，Ｅが心筋梗塞であること，腎機能が弱まっ
ているので血管造影の検査ができないこと，治療のために血栓溶解剤を使用するが，これ
に伴う血栓溶解により出血のおそれがあること，心筋梗塞に合併する不整脈や心臓破裂に
より突然死のおそれがあること，上記出血や合併症がなく順調に回復すればリハビリの期間
を含めて１か月程度の入院になることを告げた。
            なお，原告らは，Ｅの入院時，被告病院から，人手不足なのでＥに家族が付き添う
よう依頼されたと主張するが，そのような事実はない。被告病院は，入院患者の家族の付き
添いが不要である「新看護基準に適合する医療機関」であるが，入院患者の病状が重篤で
急変の可能性がある場合には，病状の急変に応じてすぐに家族と連絡が取れるように，入
院患者の家族に対して病院内に待機してもらうようにしていることから，原告Ａ及び同Ｂに対
しても，病院内で待機してもらうよう依頼したのであって，そのため，同原告らは，被告病院
内で待機していたものである。
        (イ)　被告病院は，平成７年３月２７日午後８時から，Ｅに対するミリスロールの継続投
与を開始した。Ｊ医師は，Ｅに対するミリスロールの投与量につき，ミリスロール３Ａ５０ｍｌを毎
時５．０ｍｌと処方し，同病院看護婦に指示して投与させ，その後の同日午後９時ころには，
投与量を，毎時３．０ｍｌへと変更し，その旨を同病院看護婦に指示して投与させた。
        (ウ)　被告病院は，平成７年３月２８日の朝，Ｅに対し朝食（腎不全Ⅱ度食）を配膳し
た。その内容は，食パン６０ｇ，マーガリン８ｇ，いちごジャム１５ｇ，りんご１５０ｇ，牛乳１００ｍｌ
であった。
        (エ)　Ｊ医師は，同日午前９時前ころ，Ｅの診察を行い，血液ガスの測定を行った。
        (オ)　被告病院は，同日午前１１時４０分ころ，Ｅに対し，昼食（腎不全Ⅱ度食）を配膳
した。その内容は，全粥３００ｇ（米飯基準２４０ｇ），コロッケ（ポテト６０ｇ，豚ミンチ２０ｇ，玉葱２
０ｇ，パン粉８ｇ，小麦粉６ｇ，植物油１５ｇ），つけ合わせ（キャベツ４０ｇ，レタス１０ｇ，りんご５０
ｇ，マヨネーズ１０ｇ），ピーナッツ和え（小松菜５０ｇ，ピーナッツバター７ｇ，砂糖１ｇ，粉あめ１
０ｇ）であった。



        (カ)　Ｈ看護婦は，同日午後０時ころ，Ｅに点滴していたミリスロールの容器が空にな
ったため，これを新しいミリスロール３Ａ５０ｍｌ入りの容器に交換した。
        (キ)　Ｋ看護婦は，同日午後０時３０分ころ，原告Ｂから，シリンジポンプ内のミリスロー
ルの残量が少なくなり，警報ブザーが鳴っている旨のナースコールを受けてＥの病室に行
き，ブザーを停止した。これに続いて，Ｌ看護婦及びＨ看護婦もＥの病室に駆けつけ，同看
護婦らがシリンジポンプを確認すると，投与量の表示が，Ｊ医師の指示であった毎時３．０ｍｌ
ではなく，毎時１０３．０ｍｌとなっていた。同看護婦らは，直ちにＥの血圧を測るとともにその
全身状態の観察を行い，Ｋ看護婦は，Ｅに対し本件過剰投与がなされたこと，その直後の
午後０時３０分のＥの血圧は最大血圧８０mmHg，最小血圧６０mmHgで，呼吸麻痺，けいれ
ん，嘔吐等はないこと等，その観察結果をＪ医師に報告し，その処置に関して指示を仰い
だ。
            これに対し，Ｊ医師は，同日昼に予定していた持続性冠血管拡張性フランドル等内
服薬を中止すること及びミリスロールの投与を中止することを指示し，また，この時点でＥに
不整脈の連発が見られるとの報告があったため，抗不整脈剤リドカインの投薬量を毎時３．
０ｍｌから毎時４．０ｍｌへ増量した上，経過観察を行うよう指示した。
            なお，Ｈ看護婦がミリスロールの容器を交換後，原告Ｂからシリンジポンプの警報
ブザーが鳴っているとのナースコールを受けるまでの間に，原告Ｂが頻繁にナースコールを
して，Ｅが胸に何か詰まっているといった胸部の異常を被告病院看護婦に訴えたといった
事実はなかった。したがって，これに被告病院看護婦が取り合わなかったといった事実もな
い。
        (ク)　Ｌ看護婦は，Ｊ医師の上記指示どおりの処置を施したところ，最大血圧８０mmHg，
最小血圧６０mmHgであったＥの血圧が，昇圧剤を投与するまでもなく，同日午後０時４８分
には最大血圧１１０mmHg，最小血圧６０mmHgへと速やかに回復し，同日午後１時には，症
状も落ち着き，Ｅは少しうとうとしているような状態であった。
            なお，Ｊ医師は，Ｋ看護婦から，Ｅの血圧が回復し，症状が安定した旨の報告を受
けた。
        (ケ)　Ｌ看護婦は，同日午後３時ころ，Ｅに対し，プロトコール（医師の指示に基づく定
時の計測）を施行したが，同時点でのＥの病状は安定しており，意識レベルは清明で，会話
も可能な状態であった。しかし，同日午後３時１０分ころ，ナースステーションのモニター上
でＥに心室性頻拍が認められたので，Ｎ医師がＥの病室を訪室したところ，当初，Ｅの会話
応答があったが，２～３分後には心室細動（ＶＦ）に移行し，心停止状態が出現したため，被
告病院医師らは，直ちに１７回にわたるＤＣカウンターショック（電気的除細動）や心臓マッサ
ージ等の救急蘇生術を施行した。その結果，心停止後約４０分以上経過した後ではあった
が，Ｅは蘇生した。
        (コ)　Ｅは，上記心停止の後，平成８年１月６日に死亡するまでの間，まったく意識が
戻らなかったわけではなく，看護婦からの呼びかけに対して開眼，追視，うなづき，笑顔等
の動作を行うようになり，また，「おはよう」「痛い」等の言葉を発していた時期があった。
    (2)　被告の責任について
      ア　被告病院（医師及び看護婦ら）の過失及びＥの死亡との因果関係
        (ア)　ミリスロールの過剰投与
            本件において，結果として，本件過剰投与がなされたことは認めるが，本件過剰投
与がＨ看護婦の過失によって惹起されたことは否認する。
            シリンジポンプからの薬液の投与量の設定は，スイッチボタンの操作により行われ
るが，投与量の設定を変更しない場合は，容器（シリンジ）の交換後に開始ボタンを押すだ
けで，最初の設定どおりの注入量で再開・始動する機構になっている。さらに，誤操作を防
止するため，薬液の投与を停止している時でなければ設定及び変更できないよう，また，意
識的にボタンを押さない限り設定及び変更ができないようになっている。本件において，Ｈ
看護婦は，薬液交換時において，シリンジポンプの投与量設定ボタンに触れていない。
            また，本件過剰投与とＥの死亡との間に因果関係はない。
            原告らは，ミリスロールが過剰に投与された場合及び健常時より心機能が低下して
いる患者に対して投与された場合，ミリスロールの血管拡張作用とこれによる血圧低下が顕
著に現れる傾向にあり，Ｅに対するミリスロール投与については，そのいずれにも当てはまる
ため，本件過剰投与によってＥの心筋梗塞が再発し，梗塞部位が拡大し，その心機能が決
定的なダメージを被った旨主張する。
            しかし，ミリスロールは，その効能，効果の程度において非常に個人差があり，そも
そも過剰であるか否かを一般的に論じることはできないし，ミリスロールには一定の投与量を
超えた場合にその効能，効果が顕著に現れる傾向も見られず，また，心機能が低下してい
る者に対して投与された場合に，その効能，効果が顕著に現れる傾向も見られない。



            また，ミリスロールの主成分であるニトログリセリンは，血管の平滑筋に作用して，低
用量では静脈を，高用量では静脈及び動脈を拡張させる作用を有する。ミリスロールによる
血圧低下は，血管の拡張によって血流に対する抵抗が少なくなった結果生じるものである
から，ショック状態を引き起こすような著しい血圧低下の場合は別として，ある程度の血圧低
下であれば全体としての血流は低下せず，むしろ増加するものである。従って，このような
血管拡張による血圧低下という機序からしても，ミリスロールによる血圧低下が心臓に対す
る負担となり，心筋梗塞や心不全を増悪させるという事態は考えにくく，その可能性は極め
て低い。
            もっとも，ミリスロールの過剰投与により血圧が極度に低下した場合は，血管の極
度の拡張により血管内に滞留する血液が増加し，心臓に還流する血液が減少して心拍出
量も減少するという機序により心不全が増悪する可能性もあり，また，拡張期血圧の低下に
よる冠動脈血流の低下を介して心筋虚血が惹起されて心筋梗塞や心不全が増悪する可能
性も考え得る。
            しかしながら，本件では，最も血圧が低下したと考えられる過剰投与終了時である
平成７年３月２８日午後０時３０分の収縮期血圧は８０mmHg，拡張期血圧は６０mmHgであ
り，この程度の血圧低下で冠動脈血流の低下を介しての心筋虚血による症状の悪化が生じ
る可能性は存在しない。なお，排出量を超えた過剰投与によりミリスロールが蓄積されたとし
ても，投与中止後は排泄により血中濃度は時間と共に低下するから，本件において最も血
圧が低下した時点は，投与中止時点であると考えられる。
            さらに，ミリスロールは，収縮期（最大）血圧の低下に比べ，拡張期（最小）血圧がさ
ほど低下しないため，心臓への血流量及び酸素供給量が保たれる特徴があるところ，Ｅのミ
リスロール過剰投与直後の収縮期血圧は８０mmHg，拡張期血圧は６０mmHgであるのに対
し，本件過剰投与前の同日午前１０時の収縮期血圧は１２０mmHg，拡張期血圧は６０
mmHgであり，拡張期血圧は低下していない。これは，本件過剰投与によってもＥの心臓に
対する血流量は保たれていたことを示すものにほかならない。
            なお，原告らは，心筋梗塞部位の拡大による血流量の低下を裏付けるものとして，
Ｅが本件過剰投与開始後に「何か胸につまっとる。りんごが胸にひっかかっとる。」といった
胸部の異常感を訴え，また，本件過剰投与後にＥの意識状態が低下して傾眠状態に陥っ
たことを主張するが，Ｅが，胸部異常感を本件過剰投与開始後に訴えたようなことはないし，
本件過剰投与後，Ｅの意識状態が低下したこともない。
            また，原告らは，逸脱酵素の１つであるＧＯＴの測定値が，平成７年３月２８日午後
３時に３７であったところ，同日午後４時３０分に１１８に上昇していることから，同日午前９時
から午後１時３０分の間に心筋梗塞が発症したと考えるべきである旨主張する。
            しかし，ＧＯＴは主に肝臓の検査において用いられる逸脱酵素であり，心筋梗塞を
判断するうえで特に鑑別診断の指標として重要なのものは，ＧＯＴよりも白血球ＷＢＣ（白血
球好中球）及びＣＰＫ（クレアチン・フォスフォ・キナーゼ）であり，ＧＯＴの値のみを根拠に心
筋梗塞の診断を行うことは妥当ではない。
            心筋梗塞が発症した場合，まず白血球ＷＢＣの数値が上昇し，それから，ＣＰＫ，Ｇ
ＯＴ，ＬＤＨ（乳酸脱水素酵素）の順番で各逸脱酵素の数値が上昇することが確認されてお
り，心筋梗塞の診断においては，これらの白血球ＷＢＣ及び各逸脱酵素の数値の変動を総
合的に検討しなければならない。
            Ｅの場合，最も早く上昇を示す白血球ＷＢＣは，緊急入院時である平成７年３月２７
日午後９時に１万２１００であったものが，翌２８日午前６時ころには９１００，同日午後３時に
は９２００とほぼ正常値を示しており，次に早く上昇するＣＰＫは２７日午後９時に１６１６であっ
たのが２８日午前０時に９０４，同日午前６時に１３７４，同日午後３時には９６９と漸次減少傾
向にあり，他の逸脱酵素の数値も同様の傾向を示している。これらの値は，２７日の緊急入
院時から翌２８日の午後３時まで，Ｅの病状が比較的落ち着いた状態にあったことを示すも
のであり，原告らが主張するように２８日午前９時から同日午後１時３０分の間に心筋梗塞が
発症ないし拡大したことを示すものではない。原告らが主張するＧＯＴの２８日午後４時３０
分以降の上昇は，同日午後３時１５分ころにＥに心停止が生じたことから，被告病院の医師
らが１７回ものＤＣカウンターショック等の緊急蘇生術を施行したことによりＥの胸部筋肉の筋
組織が著しい損傷を受けたことに伴って各逸脱酵素が急速に血中に流出したために生じた
ものと考えられる。
            以上のとおりで，本件過剰投与によってＥの心筋梗塞が再発し，梗塞部位が拡大
し，その心機能が決定的なダメージを被ったとする原告らの主張は，医学的根拠のない主
張であって，失当である。
            Ｅは，平成７年３月２７日被告病院に緊急入院した時点で，既に心筋梗塞を再発
し，その入院時の心機能は，心電図及び緊急血液検査の結果からみて相当重篤であった



もので，Ｅの２８日午後３時１５分ころの心停止は，本件過剰投与とは無関係に，前記再発し
た心筋梗塞の合併症としての重症不整脈の出現により突発的に生じたものにほかならな
い。
        (イ)　本件過剰投与後になすべき措置の懈怠
            原告らは，被告病院看護婦は，本件過剰投与開始直後ころから，Ｅが明らかな胸
部の異常感を訴えているのに，これに取り合わず，また，原告Ｂが医師の診察を求めたにも
かかわらず，被告病院医師への確認や適切な処置を行わなかった旨を主張するが，前記
のとおり，Ｅが胸部の異常感を訴えたり，原告Ｂが医師の診察を求めるといったようなことは
なかったのであり，したがって，被告病院看護婦がそれらに取り合わなかったという事実もな
いから，原告らの過失主張は，その前提を欠くもので理由がない。
            原告らは，被告病院医師は，本件過剰投与判明後，①医師による直接の診察，②
常時的な血圧のモニター，③血液ガス検査，④心電図を継続的に採ることを実施し，かつ，
それらの結果に基づき適切な措置を取るべきであったのに，それら各措置を怠った過失が
あると主張する。
            しかし，被告病院医師は，本件過剰投与判明後，Ｅの状態につき看護婦からの報
告を受けて，ミリスロールやその他の内服薬の投与中止，不整脈の頻発への対応としてリド
カインの投与量の増量の指示を行うとともに，引き続き心電図モニターによる脈拍数及び不
整脈の有無の常時監視のほか，その状態の経過観察を指示し，その結果，特に昇圧措置
を採るまでもなく，平成７年３月２８日午後０時４８分には，Ｅの血圧は最大血圧１１０mmHg，
最小血圧７０mmHgへと速やかに回復し，午後１時ころには，Ｅの症状も少しうとうとしている
状態で落ち着くに至ったものであり，被告病院医師は，本件過剰投与による血圧の低下に
対し，適切な措置を行っている。したがって，被告病院医師が，原告ら主張の上記各措置を
採らなかったからといって，そのなすべき措置を怠ったものとはいえない。
            また，仮に，被告病院医師において上記①ないし④の措置を採っていたとしても，
既に述べたとおり，Ｅには本件過剰投与によって心筋梗塞部位の拡大や循環器不全が進
行するといった事態は生じていなかったのであるから，心停止に至ることを予見できる徴候
を発見し得る可能性は低く，また，その徴候を発見した得たとしても，心停止回避のための
有効な措置を採ることができた可能性も低い。
        (ウ)　Ｅに対する不適切な食事の提供
            心筋梗塞の患者に対し入院当初に一定期間絶食させるのは一般的に認められた
入院療法の１つであり，嚥下運動が不整脈を誘発する可能性のあること，冠動脈造影等の
検査を予定する場合，空腹状態であれば検査が円滑に行える等の認識に基づくものであ
る。
            しかし，近年嚥下運動によって必ずしも不整脈が誘発されないことが認識されるよ
うになり，むしろ絶食させる方が患者に対しストレスや体力低下等の悪影響を及ぼすことに
なるため，入院当初においても患者に摂食させる方法が多くの循環器専門病院において
採られている。
            本件において，Ｊ医師は，Ｅが腎不全のため冠動脈検査を行う予定がなく，円滑な
検査のために絶食させる必要のないことから，絶食によるストレスや体力低下等のため病状
が悪化することを懸念し，入院の翌朝である平成７年３月２８日から，腎機能低下に対応した
低蛋白，減塩等の食事基準による治療食・腎不全Ⅱ度食を摂食させた。そして，Ｊ医師は，
Ｅが朝食摂取後の同日午前九時ころにＥを診察したが，その際，Ｅには摂食による不整脈
の誘発等循環動態への悪影響は認められず，嚥下運動が不整脈を誘発する可能性が小さ
いことから，昼食においても処方内容を変更しなかったものであり，被告病院の食事処方に
過失はない。
      イ　責任原因
          被告に債務不履行責任及び不法行為責任があるとの主張はすべて争う。
    (3)　損害について
        すべて争う。
第３　当裁判所の判断
  １　事実経過
      前記争いのない事実等，証拠（甲１，２，６〔ただし，一部〕，７〔ただし，一部〕，乙１の１
～３，３～６，１１，１２，１３の１～７，１４，１５，証人Ｊ，同Ｌ，同Ｈ，原告Ａ本人〔ただし，一部〕，
原告Ｂ本人〔ただし，一部〕）及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。
    (1)　Ｅは，もと大工として稼働していたものであるが，平成元年ころからは有限会社Ｉに勤
務し，主として内装関係の仕事に従事していた。
        また，Ｅは，上記勤務のかたわら稲及び黒大豆作りの農業にも従事していた。
    (2)　Ｅは，昭和５３年１１月１２日胸痛発作が生じ，自宅近くのＧ病院を受診したところ，心



筋梗塞と診断され，同日から同病院で入院治療を受けたが，その後，症状が悪化したた
め，同月１３日，Ｇ病院からの紹介で被告病院に緊急入院した。
        Ｅは，被告病院において，急性心筋梗塞（広範囲前壁梗塞），急性左心不全，肺感染
症，敗血症の疑いと診断され，同月１３日から同年１２月３１日まで入院治療を受け，その結
果，肺感染症，敗血症の疑いについては全治，心不全については概ね治癒，心筋梗塞に
ついては軽快と各診断されるまでに回復し，以後は，被告病院で，心筋梗塞につき投薬等
の通院治療を継続的に受けていた。
        Ｅは，平成４年５月末ころ，自宅近くの病院に転医することを希望したので，被告病院
は，Ｅに対し，心機能検査を受けることを指示し，その結果次第で近くの病院を紹介すること
を伝えるとともに，その場合でも定期的に経過観察のため被告病院で受診することを併せ
て指示した。
        しかし，Ｅは，同年６月１２日に被告病院を受診したのを最後に，上記指示した検査を
受けないまま，転医し，かつ，その後は，平成７年３月２７日被告病院に緊急入院するまで，
一度も被告病院を受診しなかった。
    (3)　Ｅは，平成７年３月２６日，蕁麻疹の症状がでたことから，自宅近くのＧ病院を受診し
たが，翌２７日になっても蕁麻疹の症状が治まらず，また，同日午後３時ころからは胸痛も出
現したことから，同日夕方ころ，再度Ｇ病院を受診した。
        Ｇ病院は，Ｅが胸痛及び息苦しさを訴えたことから，心筋梗塞の再発を危惧し，心電
図を取ったところ，異常所見を示す心室性期外収縮等の不整脈がみられ，心筋梗塞の可
能性があり，諸検査及び治療を行う必要があるとの結果が出たため，同病院においては対
応できず，検査設備等の整った被告病院で入院治療を受ける必要があると判断し，救急車
で被告病院に搬送した。
    (4)　Ｅは，平成７年３月２７日午後７時４８分ころ被告病院に搬送された。
      Ｅの被告病院来院時の状況は，意識は清明，呼吸数は２６回／分，口唇にチアノーゼ
（＋），脈拍は７８回／分で不整，血圧は最大血圧１３０mmHg，最小血圧８０mmHgであっ
た。
        主治医としてＥの診療を担当することとなった被告病院Ｊ医師は，Ｅの診察を行うととも
に，心電図検査，血液ガス分析検査，血液生化学検査の実施を指示した。
        Ｊ医師は，心電図検査の結果，Ｖ１～Ｖ４誘導で異常Ｑ波のＰＳパターン，Ｖ５誘導で異
常Ｑ波が認められ，Ｖ１～Ｖ４誘導でＳＴの上昇も認められたこと，さらに不整脈の一種であ
る心室性期外収縮（ＶＰＣ）も認められたことや，血液検査において白血球ＷＢＣが１万２１０
０（基準値４０００～８５００），ＣＰＫが１６１６（基準値０～６０），ＧＯＴが４８（基準値８～４０），Ｌ
ＤＨが９６４（基準値５０～４５０）に各上昇していたこと及びＥの症状等から，急性心筋梗塞，
陳旧性心筋梗塞と診断した。また，Ｊ医師は，Ｅの陳旧性心筋梗塞は，左心室の前壁中隔
から左心室前壁に及ぶ広範囲な貫壁性（心筋の全層にわたること）の心筋梗塞で，前記１
回目の心筋梗塞は重症のものであったと考えられ，加えて，今回の心筋梗塞の発症により，
１回目の心筋梗塞の発症によりダメージを受けた心筋以外の心筋に新たな心筋梗塞による
ダメージが発生することとなることから，Ｅの病状は重篤で，予断を許さないものと判断した。
また，血液検査の結果から，Ｅには，糖尿病及び腎不全もあることが判明した。
        そのため，Ｊ医師は，Ｅにつき，絶対安静として，ナースステーションでの心電図モニタ
ー監視によって患者の脈拍数及び不整脈の有無の常時監視ができる内科病棟重症患者
室（ＣＣＵ）に入院させ，被告病院看護婦に指示して心電図モニターによる常時監視を行う
とともに，入院患者に対して通常行われる１日４回（午前７時，午前１０時，午後３時，午後７
時）の血圧及び脈拍の測定，検温，呼吸・意識レベル等の全身状態の観察や，２時間ごと
の尿量測定のほかに，心筋梗塞の発症を平成７年３月２７日午後３時ころと想定したプロトコ
ール（医師の指示に基づく定時の計測）として，同日午後１２時に採血，翌２８日午後３時に
採血，心電図検査を，さらに，翌２８日午前６時にも詳細な検査のための採血を行うことと
し，それらの実施を看護婦に指示した。また，Ｊ医師は，Ｅに対する投薬についても看護婦に
その指示を行ったが，そのうち，Ｊ医師が，Ｅの心筋梗塞に対して投薬を指示した薬剤は，Ｔ
ＰＡ（アクチバシン，血栓溶解剤），リドカイン（抗不整脈剤）及びミリスロール（血管拡張剤）
であった。
        Ｊ医師は，平成７年３月２７日夜，Ｅの家族の原告Ａ及び同Ｃに対し，Ｅの病状につき，
急性心筋梗塞であること，本来なら検査のため冠動脈造影（ＣＡＧ）を行うところであるが，Ｅ
には腎不全があるのでできないこと，治療のために血栓溶解剤（ＴＰＡ）を使用するが，これ
に伴う血栓溶解により出血のおそれがあること，心筋梗塞に合併する不整脈や心臓破裂に
より突然死のおそれがあること，上記出血や合併症がなく順調に回復すればリハビリの期間
を含めて１か月程度の入院になる旨を説明した。
        また，被告病院は，入院患者の家族の付き添いが不要ないわゆる完全看護の病院



（新看護基準に適合する医療機関）であったが，入院患者の病状が重篤で急変の可能性
がある場合には，病状の急変に応じてすぐに家族と連絡が取れるように，家族の誰かが病
院に残るようにしてもらっていたことから，Ｅの家族に対しても同様の趣旨で誰かが病院に残
るよう依頼し，これを受けて入院当日は，原告Ａが被告病院に残り，Ｅに付き添った。
    (5)　Ｅが，被告病院で心筋梗塞の治療薬として投薬を受けた薬剤のうち，ミリスロール
は，ニトログリセリン注射液の一種で，冠動・静脈の血管拡張剤であり，手術時の低血圧維
持や，急性心不全，不安定狭心症などに適応する薬剤である。ミリスロールは，急激に冠血
管を拡張し，血圧を降下させる作用があるので，手術時の低血圧維持等の目的のためには
かなり多量に投与されることもあるが，心不全や狭心症の治療に用いる時には，量を過ぎる
ことは極めて危険で，患者の症状に応じ，投与量を十分にコントロールしなければならない
とされており，また，段階的に投与量を増量する場合は，患者の血圧，左心室充満圧などの
循環動態を，必ずモニターして行わなければならないとされている。
        Ｅに対するミリスロールの投与は，Ｊ医師の指示に基づき，入院当日の平成７年３月２７
日午後８時ころから，シリンジポンプを使用した点滴によって開始された。その投与量につ
いてのＪ医師の指示は，当初の約１時間は，ミリスロール３Ａ５０ｍｌ（ミリスロールの１０ｍｌアン
プル３本を，２０ｍｌの生理食塩水で希釈し，５０ｍｌにしたもの。ミリスロール１アンプルに含ま
れるミリスロールは５ｍｇ）を毎時５．０ｍｌであったが，その後は毎時３．０ｍｌに変更する指示
がなされ，同日午後９時以降は，毎時３．０ｍｌの点滴による投与が継続された。
    (6)　原告Ｂは，翌２８日午前６時ころ，被告病院に来て，原告Ａと交代した。そのころに
は，Ｅの蕁麻疹の発疹，発赤，掻痒感等の症状は軽快していたが，顔面は腫れぼったい感
じであった。
    (7)　同日午前７時過ぎころ，朝食が配膳され，Ｅは，これを全部摂取した。
        Ｅに配膳された朝食は，Ｊ医師の指示に基づく，腎機能低下に対応した低蛋白，減塩
等の食事基準による治療食・腎不全Ⅱ度食で，その内容は，食パン６０ｇ，マーガリン８ｇ，い
ちごジャム１５ｇ，りんご１５０ｇ，牛乳１００ｍｌであった。
        Ｅは，朝食摂取後，被告病院看護婦に胃部不快感及び胃痛を訴えたが，同日午前１
０時ころには，胃痛は軽減したとのことであった。
        なお，Ｊ医師は，同日午前９時前ころ，Ｅを診察した。また，そのころ，被告病院看護婦
は，深夜勤の看護婦から当日の日勤の看護婦に交替した。
    (8)　同日午前１１時４０分ころ，昼食が配膳された。昼食も，腎不全Ⅱ度食で，その内容
は，全粥３００ｇ（米飯基準２４０ｇ），コロッケ（ポテト６０ｇ，豚ミンチ２０ｇ，玉葱２０ｇ，パン粉８
ｇ，小麦粉６ｇ，植物油１５ｇ），つけ合わせ（キャベツ４０ｇ，レタス１０ｇ，りんご５０ｇ，マヨネー
ズ１０ｇ），ピーナッツ和え（小松菜５０ｇ，ピーナッツバター７ｇ，砂糖１ｇ，粉あめ１０ｇ）であっ
た。
        Ｅは，上記昼食のうち，主食は３口程度，副食は１割程度のみを摂取し，胃部がつか
えている感じであった。
    (9)　Ｈ看護婦は，同日午後０時ころ，Ｅの病室を訪れ，前日の入院時から点滴中のミリス
ロール３Ａ５０ｍｌの薬液が入った容器が空になったことから，同量の同薬液（ミリスロール３Ａ
５０ｍｌ）の入った新しい容器と交換した（なお，原告らは，この交換の時期を深夜勤の看護
婦と日勤の看護婦との交替から同日の昼食の配膳までの間であったと主張し，甲７〔原告Ｂ
の陳述書〕及び原告Ｂ本人の供述中にはこれに沿う部分がある。しかし，前記ミリスロール３
Ａ５０ｍｌの前記認定の投与量からすると，その容器が空になるのは点滴開始後から約１６時
間経過後の午後０時ころになるものと認められることからして，にわかに採用できず，他に上
記認定を覆すに足りる証拠はない。）。
    (10)　Ｅは，上記ミリスロール入りの点滴容器の交換後も，もどしたりはしないが，つかえた
ようなつまった感じが上へあがってくるとの不快感を訴えていた（なお，甲７〔原告Ｂの陳述
書〕及び原告Ｂ本人の供述中には，Ｅが胸部不快感を何回も訴え，そのため，原告Ｂにお
いて何回かナースコールをして医師の診察を求めたが，被告病院看護婦はこれに取り合わ
なかったとの部分があるが，乙１の３，証人Ｌの証言と対比して，上記認定にとどまらず，Ｅが
医師の診察を求めるほどの胸部不快感を訴え，これに被告病院看護婦が取り合わなかった
というような事実があったとはにわかに認めがたく，他にこれを認めるに足りる証拠はな
い。）。
        原告Ｂは，同日午後０時３０分ころ，ミリスロール３Ａ５０ｍｌの入った容器の残量が少な
くなっていることを示すシリンジポンプの警報ブザーが鳴ったことから，これを知らせるため
ナースコールをした。
        同ナースコールによって，Ｋ看護婦，Ｌ看護婦及びＨ看護婦がＥの病室に駆けつけ，
同看護婦らがシリンジポンプを確認すると，ミリスロールの投与量の表示が，Ｊ医師の指示で
あった毎時３．０ｍｌではなく，毎時１０３．０ｍｌとなっており，約１７時間をかけてＥに投与すべ



きであったミリスロール３Ａ５０ｍｌが約３０分で投与されてしまったこと（本件過剰投与）が判明
した。そこで，同看護婦らは，直ちにＥの血圧を測定し，心電図を採るとともに，Ｅの全身状
態の観察を行ったところ，同日午後０時３０分のＥの血圧は最大血圧８０mmHg，最小血圧６
０mmHgで，同日午前１０時に測定の最大血圧１２０mmHg，最小血圧６０mmHgに比して血圧
の低下が認められ，また，そのころ，心電図モニター上，心室性期外収縮（ＶＰＣ）が５連発
で認められるなどしたが，Ｅの意識は清明で，胸部症状の訴えはなく，また，Ｅに呼吸麻痺，
けいれん，嘔吐等はなかった。
        Ｅに対し本件過剰投与がなされたこと及びその直後に看護婦らによって測定及び観
察されたＥの前記状況は，Ｋ看護婦から外来患者を診察中のＪ医師に直ちに報告がなさ
れ，これを受けたＪ医師は，同日昼に予定していた持続性冠血管拡張性フランドル等内服
薬の投薬とミリスロールの投与をいずれも中止することを指示するとともに，Ｅに不整脈の連
発が見られるとの報告があったため，抗不整脈剤リドカインの投薬量を毎時３．０ｍｌから毎
時４．０ｍｌへ増量した上で経過観察を行うよう指示した。なお，Ｋ看護婦は，同じ病棟のＭ
医長及びＮ医師に対しても同様の報告を行った。
    (11)　Ｌ看護婦は，Ｊ医師の上記指示に従った処置をＥに対して直ちに施したところ，同日
午後０時３０分の時点では最大血圧８０mmHg，最小血圧６０mmHgであったＥの血圧は，昇
圧剤を投与するまでもなく，同日午後０時４８分には最大血圧１１０mmHg，最小血圧７０
mmHgへと回復した。もっとも，そのころ心電図モニター上，心室性期外収縮（ＶＰＣ）が１０連
発で認められた。また，その時点でのＥの状況は，のどまでつまった感じがあることを引き続
き訴えていたが，胸部症状はないとのことであった。そして，同日午後１時には，Ｅは少しうと
うとし始め，その他，全身状態に特段の変化はなく，状態は安定しているようであった（な
お，甲７〔原告Ｂの陳述書〕及び原告Ｂ本人の供述中には，Ｅはうとうとしていたのではなく，
意識状態が低下していたものであるとの部分があるが，乙１の３，証人平岩紀子の証言との
対比及び原告Ｂ自身，前掲陳述書及び本人供述中で，当時はＥの状況につき特に異常は
感じていなかったことを自認していることに照らし，にわかに採用できず，他に，この時点
で，Ｅに意識状態の低下が生じていたことを認めるに足りる証拠はない。）。
        なお，Ｅの血圧が回復し，Ｅの状態が安定していることは，Ｋ看護婦からＪ医師に報告
がなされた。
    (12)　Ｌ看護婦は，同日午後３時ころ，Ｅに対し，プロトコール（医師の指示に基づく定時
の計測）のための採血及び心電図検査を行った。同時点でのＥは，つまった感じは持続し
ているとのことであり，また，軽度の喘鳴が出現し，痰がよく出て，少し息苦しいとのことであ
ったが，胸はなんともないとのことであり，意識レベルは清明であった。ところが，同日午後３
時１０分ころ，ナースステーションのモニター上でＥに心室性頻拍（ＶＴ）が認められ，異常波
を示す警報が鳴ったため，ナースステーション内にいたＮ医師とＬ看護婦がＥの病室に駆け
つけた。Ｎ医師らが駆けつけた当初，Ｅは，その意識レベルもはっきりしており，Ｎ医師の問
いかけにも応答していたが，２～３分後には心室細動（ＶＦ）に移行し，それとともに，顔面に
チアノーゼ，痙攣，硬直が現れ，意識レベルの低下，呼吸停止に続き，心停止状態が出現
した。
        そのため，Ｎ医師を始めとする被告病院医師らは，直ちに１７回にわたるＤＣカウンタ
ーショック（電気的除細動）や心臓マッサージ等の救急蘇生術をＥに施行し，その結果，心
停止後約４０分以上経過した後ではあったが，Ｅは蘇生した。
    (13)　しかし，上記の長時間にわたる心停止により，Ｅの心臓及び脳は回復不能な損傷
を受け，Ｅは，意識をほとんど回復しないまま，その後も約２０回の心停止発作を繰り返した
後，平成８年１月６日，再び心停止を起こし，同日午後１０時８分，心室性頻拍による心不全
により死亡した。
    (14)　なお，Ｅが被告病院に入院した後の平成７年３月２７日午後９時から翌２８日午後８
時３０分までの間に被告病院で計測等されたＥの血圧及び逸脱酵素等の検査データは，別
紙「主要検査データの推移」に記載のとおりであり，また，Ｅの平成７年３月２８日の尿量は，
午前１０時から午後０時までの２時間が１２５ｃｃ，午後０時から午後２時までの２時間が１１０ｃ
ｃ，午後２時から午後４時までの２時間が８０ｃｃであった。
  ２　被告の責任について
      上記認定の事実をもとに，被告の責任の有無につき以下検討する。
    (1)　被告病院（医師及び看護婦ら）の過失及びＥの死亡との因果関係
      ア　ミリスロールの過剰投与
      　(ア)　過失の有無
            Ｅに本件過剰投与がなされたことは，当事者間に争いがない。
            原告らは，本件過剰投与はＨ看護婦の過失に基づくものであると主張するのに対
し，被告は，シリンジポンプからの薬液の投与量の設定は，スイッチボタンの操作により行わ



れるが，投与量の設定を変更しない場合は，容器（シリンジ）の交換後に開始ボタンを押す
だけで，最初の設定どおりの注入量で再開・始動する機構になっており，さらに，誤操作を
防止するため，薬液の投与を停止している時でなければ設定及び変更できないよう，また，
意識的にボタンを押さない限り設定及び変更ができないようになっているところ，本件にお
いて，Ｈ看護婦は，薬液交換時において，シリンジポンプの投与量設定ボタンに触れてい
ないとして，本件過剰投与がＨ看護婦の過失によって惹起されたことを争う。
            しかし，本件過剰投与は，Ｈ看護婦がミリスロール入りの容器の交換作業を行った
直後から始まったものであり，また，そのころ，Ｈ看護婦の外にシリンジポンプに触れた人物
がいたことを窺わせる証拠もないことからすれば，本件過剰投与は，Ｈ看護婦がミリスロール
の容器を交換した際に，何らかの過誤によりシリンジポンプの投与量設定ボタンに触れる等
したため，その投与量が毎時１０３．０ｍｌに変更されて生じたものと推認するのが相当であ
り，他にこれを覆すに足りる証拠はない。
        (イ)　Ｅの死亡との因果関係
            原告らは，本件過剰投与によってＥの心筋梗塞が再発し，梗塞部位が拡大し，そ
の心機能が決定的なダメージを被った旨を主張するので，以下，検討するに，前記１で認
定のとおり，Ｅには，心筋梗塞の既往があったこと，平成７年３月２７日に胸痛を訴えてＧ病
院を受診した時点で，心電図上，心室性期外収縮等の異常所見を示す不整脈が認めら
れ，心筋梗塞の再発が疑われたことから被告病院に救急車で搬送され，緊急入院したもの
であり，被告病院入院当初の心電図においても各種の異常波及び心室性期外収縮が認め
られ，また，心筋梗塞診断の指標となる逸脱酵素等（乙８，弁論の全趣旨）である白血球Ｗ
ＢＣが１万２１００（基準値４０００～８５００），ＣＰＫが１６１６（基準値０～６０），ＧＯＴが４８（基準
値８～４０），ＬＤＨが９６４（基準値５０～４５０）に各上昇していたこと及び鑑定の結果に照ら
すと，Ｅは，陳旧性心筋（前壁中隔）梗塞に加え，平成７年３月２７日に被告病院に緊急入
院する時点で既に，新たな部位不明の急性心筋梗塞（再梗塞）を発症していたものと認め
られ，これを覆すに足りる証拠はない。
            したがって，原告らの前記主張のうち，本件過剰投与によってＥの心筋梗塞が再
発したとの主張は失当といわざるを得ず，以下では，本件過剰投与によって既に再発して
いたＥの心筋梗塞が憎悪したかどうかもしくは心不全が増悪したかどうかを検討することとす
る。
            本件過剰投与によって心筋梗塞が憎悪したか否かであるが，ここでいう心筋梗塞
の憎悪とは，心筋虚血の増強または心筋梗塞領域の拡大をいうものと解することができる
（鑑定の結果）。
            そこで，まず，ミリスロールの過剰投与によって，心筋梗塞領域の拡大が起こり得る
か否かであるが，心筋梗塞領域の拡大が起こり得るのは，他部位の冠動脈の閉塞か，一旦
自然再疎通が得られた冠動脈の再閉塞によってのみであるところ，血管拡張剤であるミリス
ロールの過剰投与によって，冠動脈の閉塞が生じるとは考えられないこと（鑑定の結果）か
らして，本件過剰投与によってＥの心筋梗塞領域の拡大が生じたことは否定されるし，Ｅの
心電図（平成７年３月２７日午後７時５０分，同日午後８時２５分，同日午後９時，同月２８日午
後０時３０分〔本件過剰投与判明時〕，同日午後３時），血液中の白血球（ＷＢＣ）数，ＣＰＫ
等の逸脱酵素の血液生化学検査の結果中にも，心筋梗塞領域の拡大を示唆する所見は
ないこと（鑑定の結果）からも，本件過剰投与によって，心筋梗塞領域の拡大があったものと
は認めることができない。
            次に，ミリスロールの過剰投与による心筋虚血の増強であるが，心筋虚血は，通
常，心筋血流の増大による相対的心筋血流不足あるいは冠動脈血流低下に起因する絶対
的心筋血流不足により生じるところ，冠動脈血流の駆動圧は拡張期（最小）血圧であるの
で，ミリスロールの過剰投与によって体血圧が極度に低下した場合には，冠動脈血流低下
を介して心筋虚血を惹起する可能性があるものといえる（鑑定の結果）。しかし，本件過剰
投与は，ニトログリセリン注射液の一種であるミリスロールを５１５μｇ／分で約３０分間投与し
たものであるが，ニトログリセリン５０μｇ／分から８００μｇ／分の間の投与では収縮期・拡張
期とも体血圧の著しい低下は認められないとの報告もあり（乙２），また，ニトログリセリンの特
徴として，収縮期（最大）血圧の低下に比べ，拡張期（最小）血圧がさほど低下しないため，
心臓への血流量及び酸素供給量が保たれること，使用を中止すれば速やかに血圧は回復
し，そのことは，使用量が多量に及んだ場合にも変わらず，平均２０分くらいで血圧低下は
回復することが指摘されているところ（乙２），本件においても，本件過剰投与直後の平成７
年３月２８日午後０時３０分に計測されたＥの体血圧は，収縮期（最大）血圧８０mmHg，拡張
期（最小）血圧６０mmHgで，同日午前１０時の血圧１２０mmHg，６０mmHgと比較して，収縮
期（最大）血圧は低下が認められるものの，拡張期（最小）血圧には変化はなく，しかも，そ
の後のミリスロールの投与中止によって，１８分後の同日午後０時４８分には，Ｅの血圧は，



昇圧剤を投与するまでもなく，収縮期（最大）１１０mmHg，拡張期（最小）７０mmHgに回復し
ていたことは前記認定のとおりであり，その血圧低下は一過性のものであったと認められる
し，その血圧低下の程度も，拡張期血圧を駆動圧とする冠動脈の血流低下をきたすほどの
ものであったとは認めがたい。また，Ｅの心電図（平成７年３月２７日午後７時５０分，同日午
後８時２５分，同日午後９時，同月２８日午後０時３０分〔本件過剰投与判明時〕，同日午後３
時）上も，本件過剰投与によって心筋虚血が増大したことを示唆する所見は認められないこ
と（乙１の２，鑑定の結果）からしても，本件過剰投与によって，心筋虚血が増強したとの事
実は認められない。
            なお，心筋虚血の増強は，冠動脈に強度の狭窄ないし閉塞がある場合にも生じる
可能性があるが（鑑定の結果），血管拡張剤であるミリスロールの作用からして，本件過剰
投与によって，冠動脈の狭窄ないし閉塞が進行するといったことは考えがたい。
            本件過剰投与が心不全を憎悪させた可能性については，本来，ミリスロールは心
不全の治療薬としても用いられるものであること（甲８），ミリスロールの過剰投与によって，心
不全が憎悪する可能性があるとすれば，静脈環流の減少すなわち著しい心臓前負荷の低
下により血圧・心拍出量の低下が生じるという機序が想定されるが（鑑定の結果），本件過
剰投与によって生じた血圧低下は一過性の低下で，ほどなく回復したものであることは前示
のとおりであり，また，心拍出量についても，腎臓の血流量の指標としての尿量をみる限りで
は，平成７年３月２８日午後０時から午後２時までの２時間は１１０ｃｃと十分保たれており，午
後２時から午後４時までの２時間も８０ｃｃと少し低下はあるものの尿量は保たれていること
（乙１の３，鑑定の結果）からして，本件過剰投与後，同日午後３時１３分ころの心停止まで
の間に心不全が憎悪したものとは認められない。
            なお，原告らは，本件過剰投与開始直後から，Ｅは胸部異常を何度も訴え，また，
本件過剰投与後，Ｅの意識状態が低下し傾眠状態にあったと主張し，それらは，Ｅの心筋
梗塞あるいは心不全の憎悪があったことを裏付けるものであると主張するが，前記認定のと
おり，本件過剰投与が始まったころに，Ｅが，つかえたようなつまった感じが上へあがってく
るとの不快感を訴えていたことは認められるが，その訴えが，直ちにＥの心筋梗塞あるいは
心不全の憎悪があったことを裏付ける症状とは即断しがたいし，Ｅの意識が低下したとの点
については，本件過剰投与後，Ｅが少しうとうとしていたことは認められるが，意識状態の低
下があったとまでは認定できず，いずれも前記認定を左右するものではない。
            以上のとおりで，本件過剰投与によって，Ｅの心筋梗塞あるいは心不全が憎悪し
たものとは認められない。かえって，これまで検討してきたところ及び前記認定事実からする
と，平成７年３月２８日午後３時１３分ころの心停止は，本件過剰投与とは無関係に，被告病
院入院時に既に再発していたＥの急性心筋梗塞の合併症としての重症不整脈である心室
性頻拍が出現し，これが心室細動に移行したことに原因があると認めるのが相当である。
            したがって，本件過剰投与とＥの死亡との間に因果関係があるものとは認めること
ができない。
      イ　本件過剰投与後になすべき措置の懈怠
        (ア)　過失の有無
            原告らは，被告病院看護婦は，本件過剰投与開始直後ころから，Ｅが明らかな胸
部の異常感を訴えているのに，これに取り合わず，また，原告Ｂが医師の診察を求めたにも
かかわらず，被告病院医師への確認や適切な処置を行わなかった旨を主張する。
            しかし，前記認定のとおり，本件過剰投与が始まったころに，Ｅが，つかえたような
つまった感じが上へあがってくるとの不快感を訴えていたことは認められるものの，Ｅが医師
の診察を求めるほどの胸部不快感を訴え，これに被告病院看護婦が取り合わなかったとい
うような事実は認めることができないから，被告病院看護婦の過失に関する原告らの主張は
認めることができない。
            原告らは，被告病院医師は，本件過剰投与判明後，①医師による直接の診察，②
常時的な血圧のモニター，③血液ガス検査，④心電図を継続的に採ることを実施し，かつ，
それらの結果に基づき適切な措置を採るべきであったのに，それら各措置を怠った過失が
あると主張する。
            確かに，Ｅは，急性心筋梗塞を再発させて緊急入院した重症患者であったもの
で，その患者に対し，本件過剰投与がなされたのであるから，これが判明した時点で，被告
病院医師において自ら診察して，本件過剰投与の病状への影響等を観察し，そのうえで適
切な措置を行うべき義務があったものと認められるところ，前記認定のとおり，Ｊ医師を始めと
する被告病院医師らはこれを行わなかったものであり，この点において，被告病院医師に
過失があったことは否定しがたい。
            しかし，被告病院の医師及び看護婦らは，本件過剰投与判明後，Ｅに対する措置
をまったく怠り，これを放置していたわけではなく，被告病院看護婦らは，本件過剰投与が



なされたことをその直後に知り，直ちに，血圧，心電図の測定及び全身状態の観察等を行う
とともに，その結果をＪ医師らに報告し，これを受けたＪ医師は，本件過剰投与に対する措置
として，ミリスロールの投与中止及び同日昼に投薬を予定していた持続性冠血管拡張性フ
ランドル等内服薬の投薬中止を指示し，また，その際併せて報告のあった不整脈に関して
は，不整脈の重症化に対応する措置として，抗不整脈剤リドカインの投薬量を毎時３．０ｍｌ
から毎時４．０ｍｌへ増量することを指示したことは既に認定のとおりである。そして，その結
果，本件過剰投与が判明した直後の平成７年３月２８日午後０時３０分には収縮期（最大）血
圧８０mmHg，拡張期（最小）血圧６０mmHgに低下していたＥの血圧は，ミリスロールの投与
中止の措置だけで，約１８分後の同日午後０時４８分には，収縮期（最大）１１０mmHg，拡張
期（最小）７０mmHgにすみやかに回復し，本件過剰投与による血圧低下は一過性のものと
して消失し，Ｅの心筋梗塞あるいは心不全の憎悪をもたらすようなことはなかったと認められ
ることも前記で認定したとおりである。そうとすれば，Ｊ医師を始めとする被告病院医師らが，
Ｅの血圧の回復が認められた同日午後０時４８分以降に，血圧の常時モニターや，血液ガ
ス分析，心電図を頻繁に採るといった措置をしなかったのも無理からぬところであって，そ
れら措置を行うことによって，あるいは，Ｅの病状悪化の何らかの徴候を発見できた可能性
をまったくは否定できないとしても，それら措置が行われなかったことをもって，本件過剰投
与後になすべき措置を懈怠したものとまでは認められない。
            また，不整脈の重症化については，一般的に急性心筋梗塞の急性期において，
突然の心室細動が生じる危険性を察知することは困難であるうえ（証人Ｏの回答書，鑑定の
結果），本件では，前記のとおり，本件過剰投与によって心筋梗塞，心不全の憎悪があった
とは認められないことからしても，血圧の常時モニターや，血液ガス分析，心電図を頻繁に
取るといった措置を行っても，それらから心停止を予見させる情報が得られた可能性は低い
と考えられること（証人Ｏの回答書，鑑定の結果），不整脈の重症化に対応する措置として
考えられるのは，抗不整脈剤の増量・追加，持続性心室頻拍や心室細動の出現を予測し
て，すぐにＤＣカウンターショックや心肺蘇生が施行できる準備体制を整えておくこと（鑑定
の結果）であるが，Ｊ医師は，本件過剰投与が判明した平成７年３月２８日午後０時３０分ころ
に，被告病院看護婦から不整脈についても併せて報告を受けたことから，その時点で，不
整脈の重症化に対応する措置として，抗不整脈剤リドカインの投薬量を毎時３．０ｍｌから毎
時４．０ｍｌへ増量することを指示してこれに対応しているし，引き続き心電図モニターは継
続され，Ｅに心停止が生じてからの蘇生術が直ちに行われたことも前記認定のとおりであ
り，心肺蘇生の準備がなされていたことも明らかであること，また，平成７年３月２７日のＥの
心電図と，本件過剰投与判明後の同月２８日午後０時３０分及び同日午後３時の心電図を
比較しても心電図上は不整脈の憎悪は認められないこと（乙１の２，証人Ｏの回答書）等か
らすれば，被告病院医師が血圧の常時モニターや，血液ガス分析，心電図を頻繁に採ると
いった措置をしなかったことをもって，不整脈の重症化に対してなすべき措置を怠ったもの
とは認められないというべきである。
        (イ)　因果関係の有無
            前記認定のとおり，被告病院医師には，本件過剰投与が判明した時点でＥを直接
診察しなかった点に過失があったことは否定できない。
            しかし，前記のとおり，平成７年３月２８日午後３時１３分ころにＥに生じた心停止
は，本件過剰投与とは無関係に，被告病院入院時に既に再発していたＥの急性心筋梗塞
の合併症としての重症不整脈である心室性頻拍が出現し，これが心室細動に移行したこと
に原因があったものと考えられるところ，Ｅに本件過剰投与による心筋梗塞，心不全の憎悪
があったとは認められない本件では，本件過剰投与が判明した時点で，被告病院医師が直
接Ｅを診察したとしても，心停止に至ることを予見できる徴候を発見し，これを回避し得る可
能性は低かったといわざるを得ないことは既に認定したとおりである。また，本件では，前記
のとおり，不整脈の重症化に対応する措置として，抗不整脈剤リドカインの増量もなされて
おり，それにもかかわらず，心室性頻拍が出現し，これが心室細動に移行したものであるこ
とに照らしても，被告病院医師による直接の診察があったとしても，心停止を回避し得なか
ったことは明らかというべく，被告病院医師がＥを直接診察しなかったことと前記心停止との
間に因果関係があるとは認められない。
      ウ　Ｅに対する不適切な食事の提供
          原告らは，心筋梗塞の疑いで入院したＥに対し，不適切な食事の処方をしたと主張
し，甲７（原告Ｂの陳述書）及び原告Ｂ本人の供述中には，これに沿うかのような部分がある
が，にわかに採用できず，かえって，証拠（証人Ｊ，証人Ｏの回答書，鑑定の結果）及び弁論
の全趣旨によれば，Ｅに平成７年３月２８日の朝食及び昼食としてＥに供された食事は，Ｅの
病状に影響を及ぼすようなものではなかったことが認められる。したがって，この点の原告ら
主張は，認めることができない。



    (2)　以上みてきたとおり，Ｈ看護婦には，ミリスロール容器交換時の操作ミスにより本件
過剰投与を惹起させた過失が，Ｊ医師を始めとする被告病院医師には，本件過剰投与が発
生したにもかかわらず直ちにＥを診察しなかった過失が，それぞれ認められるものの，平成
７年３月２８日午後３時１３分ころＥに心停止が生じたのは，被告病院入院時には既に発症し
ていた急性心筋梗塞の合併症としての重症不整脈（心室性頻脈）が出現し，これが心室細
動に移行したためであって，被告病院の医師及び看護婦らの前記過失に起因して生じたも
のとは認められないから，Ｅの死亡が被告病院の医師及び看護婦らの診療上の過誤に起
因するとして，本件診療契約上の債務不履行ないし不法行為（使用者責任）に基づく損害
賠償を求める原告らの請求は，その余について判断するまでもなく理由がない。
        なお，原告らは，Ｅが本件過剰投与をされたこと，及びその後も被告病院医師の直接
の診察やその指示に基づく諸検査等の適切な医療措置を受けられなかったこと自体，Ｅの
被告病院における治療に対する期待権ないし治療を受ける権利を侵害する不法行為であ
り，かつ，本件診療契約違反となるものであるから，被告は，原告らに対し，Ｅが前記期待権
を侵害されたことにより被った精神的損害を賠償すべき義務があるとも主張する。
        そこで，この点につき検討するに，ＥがＨ看護婦の過失によって本件過剰投与をされ
たこと，それにもかかわらず，Ｅは被告病院医師の直接の診察をその時点で受けられなかっ
たものであることは既に認定したとおりであり，とりわけ，本件過剰投与は，薬剤をその指示
を大幅に超える量で投与するという，大きな危険性を孕んだ行為であったものである。しか
し，一方，本件過剰投与によって生じた血圧の低下は，ミリスロールの投与の中止によって
速やかに回復されたことは前記認定のとおりであって，本件過剰投与がＥのその後の病状
経過に悪影響を及ぼしたものとは認められない。また，本件過剰投与が判明した時点で被
告病院医師がＥを直接診察することはなかったにしても，被告病院は，何らの措置も行わず
にＥを放置していたわけではないのであって，本件過剰投与による血圧の低下は，上記の
とおり，Ｊ医師の投与中止の指示によって速やかに回復がなされており，また，不整脈の重
症化に対しても，リドカインの増量及び心電図モニターの継続等によって対応がなされてい
たものである。それにもかかわらず，その後心室性頻拍が出現し，これが心室細動に移行し
たものであるから，医師によって直接診察がなされていれば，それら事態の発生を予見でき
たとは言い難いし，ましてこれを回避し得たものとも言い難いことも前記認定のとおりである。
そして，心室性頻拍の出現に対し，被告病院医師らは，心電図モニターで異常波の発生を
関知して直ちにＥの病室に駆けつけ，蘇生術を施す等なすべき措置を行っていることも前
記認定のとおりである。そうすると，確かに被告病院の医師及び看護婦らには，本件過剰投
与及びその後の医師の直接の診察の欠如という過失は認められるものの，その後それらを
補完する対応及び措置がそれぞれなされているのであって，それらを全体としてみれば，Ｅ
の被告病院における治療に対する期待権ないし治療を受ける権利が侵害されたとまでは認
めることができないというべきである。
        したがって，被告には，期待権侵害の不法行為ないし本件診療契約上の債務不履
行に基づき，Ｅが被った精神的損害を賠償すべき責任があるとの原告らの主張は，認める
ことができない。
  ３　結論
      以上の次第で，原告らの請求はいずれも理由がない。
      よって，原告らの請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
          神戸地方裁判所第４民事部
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